
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 阪急六甲歩道橋美装化補修工事 

契約変更後の工事概要 

  橋長 L=114.48m 

   舗装工 １式、 橋梁付属物工 １式、 橋梁補修工 １式 

   現場塗装工 １式、 構造物撤去工 １式、 仮設工 １式 

    

 

 

 

【設計変更の理由】 

舗装打替え工において 

・舗装両肩（端部）補強のため、新たに舗装止め工及び舗装切断の施工を行った 

ことにより増額となる、 

 

ブロック舗装において 

・視覚障害者誘導ブロック施工について、舗装後の後施工となるため樹脂製タイル

に変更したために増額となる。 

 

橋梁補修工において 

・上屋上部の目地工について、施工前調査により設計以上に劣化箇所が多数あり、 

 施工延長数量が延びた。歩道橋下は往来が多いため夜間施工とした。 

・上屋内部の照明が蛍光灯照明で、複数の不点灯の状況であったため、今回の工事

に合わせて「LED」照明に変更した。 

・上記の内容により増額となる。 

 

足場工において 

・駅への往来が多く、昼間での施工が危険なため夜間施工に変更行った。 

 

その他、現地精査により各工種に数量の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


